
障害のある学生への合理的配慮の流れ

必要に応じ、情報提供

⑦

⑥合理的配慮の協議

結果を報告・配慮依頼

文書の決裁

③申請書（様式１）

③’（学修支援部門を経ないで

提出された場合）→②’
相談・申請書の通知

部局で対応が困難な事案の相談⑦授業担当教員等に配

慮依頼の通知

入学前

学 生・保護者 ウェルビーイング創造センター

学修支援部門

・ 集中的に支援を要する学生に

関わる相談及び関連学部 等への

配慮依頼。

・関係学部等との連携・調整

・合理的配慮内容の調整・依頼文

書の作成

・集中的に支援を要する学生のス

キルトレーニング・グループ活動

の支援等

・教職員へのFD・SDの実施

・広報

・外部団体との連携

※保健管理センターとの連携を

図る。

学科主任・授業担当教員・チューター等

① 相談

学務部各課

医学部学生課

保健管理セン

ター

④合理的配慮

について協議

各部局等

当該学生が不利益を受けないよう、修学支援方

策及び支援体制を整備し、支援を実施する。

②②’ 所見の説明

学部長等・学修支援部門長

入学後

⑧
合
理
的
配
慮
の
通
知

受験生

入試課

各学部等

学修支援部門

学修支援部門連絡会

ウェルビーイング創造センター運営委員会

関係部署（財務課、施設課等）

連

携

不
服
申
し
立
て

受験上の配慮につい

て協議・回答

合格が決まった場合、

入学後の配慮につい

ての情報を収集し、大

学の対応等について

受験生へ提供する

保健管理センター

サポートミーティング

⑤配慮内容の説明・合意

学務部各課、施設課等

①相談

合理的配慮の内容については、不服申し立てに至らないよう、学生からの意見を聴取し、サポートミーティン

グを開催して見直しを行う。過度な要求については、大学の事情を説明し、理解を得るよう努力する。
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